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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年６月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２５日 １６時２８分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市金華
き ん か

山
さん

南南西方沖 

 金華山灯台から真方位２１３°１０.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°０８.２２′ 東経１４１°２８.１２′） 

事故調査の経過  平成２６年６月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第二信
しん

栄
えい

丸、４９９トン 

   １３４３５３、白浜汽船有限会社 

   ７５.６６ｍ×１２.００ｍ×７.２５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２４kＷ、平成６年６月 

Ｂ 漁船 第三十一観音
かんのん

丸、１９トン 

   ＭＧ２－５６７０（漁船登録番号）、個人所有 

   １９.８０ｍ（Lr）×４.５０ｍ×２.０２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６６９kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

５年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５７年１月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月５日 

    免状有効期間満了日 平成２７年３月２１日 

  航海士Ａ 男性 ６２歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５４年２月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年５月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１１月１１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年８月１５日 

    免許証交付日 平成２５年７月８日 

           （平成３０年７月１５日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（船長Ｂ、甲板員Ｂ、機関員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部のベルマウスに凹損 

Ｂ 左舷船首部から船橋左舷側にかけて圧壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、ナガレ（スラグ

の一種）約１,５００ｔを積載し、兵庫県姫路市姫路港へ向け、航海

士Ａが単独で船橋当直につき、金華山南南西方沖を約１０～１１ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南南西進していた。 

船長Ａは、平成２６年６月２５日１６時２８分ごろ、食堂から自室

に戻る途中で衝撃音を感じ、昇橋したところ、金華山南南西方沖にお

いて、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突したことを知っ

た。 

船長Ａは、Ｂ船の船名及び損傷状況を確認し、Ｂ船をＶＨＦ無線電

話で呼び出したものの応答がなく、海上保安庁へ本事故の発生を通報

した。 

Ａ船は、海上保安庁の指示により２０時００分ごろ宮城県仙台塩釜

港塩釜区に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂ、甲板員Ｂ及び機関員Ｂほか１人が乗り組み、福島

県相馬市東方沖において、沖合底びき網漁の操業を終え、宮城県石巻

市石巻漁港へ向けて約１０.２kn の速力で自動操舵により真方位約３

４０°の針路で航行した。 

船長Ｂは、単独で当直につき、漁場出発時に２４Ｍレンジに設定し

ていたレーダーを６Ｍレンジに切り替えたものの、視界が良好であっ

たので、主に目視による見張りを行っていた。 

船長Ｂは、船舶電話で約５分間氷の手配等の通話をした後、右舷船

首方約２～３Ｍに同航する５隻の僚船を目視及びレーダーで確認し、

僚船以外の船舶はいないものと思い、操舵室左舷後部に設置された書

棚を開け、水揚げ関係の書類を取り出して、書棚の前の床に座り書類

を読み始めた。 

 船長Ｂは、書類を読み終わり、立ち上がって船首方に振り返ったと

ころ、右舷船首至近に接近したＡ船に気付いたものの、どうすること

もできず、Ａ船と衝突するところを目撃した。 

 船長Ｂは、主機を中立とした後、船舶電話及び無線で事故発生を連

絡しようとしたが、使用できず、右側頭部から出血していたので、ウ

エス（布切れ）で止血措置を行っていたところ、事故の発生に気付い

た僚船が来援して、ＶＨＦ無線電話のスイッチを入れるようマイクで

叫んでいるのが聞こえ、同スイッチを入れたところ作動したので、海

上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、乗組員が浸水の有無を確認したところ、浸水がなく自力で

の航行が可能であったので、石巻漁港に帰港した。 
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 船長Ｂは右側頭部切創を、甲板員Ｂは右肩甲骨打撲を、機関員Ｂは

右側肋骨亀裂骨折をそれぞれ負った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約１ｍ 

 その他の事項  船長Ａは、本事故発生前、音響信号を聞かなかった。 

 船長Ａは、漁船が輻輳
ふくそう

している海域は、無理をせず大幅に変針して

航行するよう当直航海士に対して指示していた。 

 船長Ｂは、ふだんから、商船が金華山の東側海域を航行しているの

を数多く見ていたが、金華山の南西側海域を航行する商船をほとんど

見たことがなかった。 

 Ｂ船のレーダーには、接近警報機能（他船が接近した際に警報を発

する機能）が備えられており、レーダー画面上で他船をプロットすれ

ば、接近した際に警報が鳴るようになっていたが、本事故当時は、同

機能を使用していなかった。 

 船長Ｂは、ふだんから、１人で操船を行っていた。 

 船長Ｂは、本事故発生前、他船の音響信号を聞かなかった。 

 船長Ｂは、本事故後、船舶電話及び無線が使用できなくなったもの

と思った。 

 甲板員Ｂは、本事故発生時、左舷側通路で合羽を脱いでおり、機関

員Ｂはサロンで横になっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、金華山南南西方沖を南南西進中、Ｂ船と衝突したものと考

えられるが、船橋当直中の航海士Ａから情報が得られなかったため、

衝突に至る状況を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、金華山南南西方沖を北北西進中、船長Ｂが、操舵室左舷後

部に設置された書棚の前の床に座り書類を読み、見張りを行っていな

かったことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

 船長Ｂは、レーダー及び目視で前路を確認し、金華山の南西側海域

を航行する商船をほとんど見たことがなく、僚船以外の船舶を認めな

かったことから、床に座り書類を読んでいたものと考えられる。 

原因  本事故は、金華山南南西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が

北北西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、目視はもとより、レーダーを十分に活用した見張りを



- 4 - 

継続的に行うこと。 

 

 

 

宮城県 

石巻市 

事故発生場所 

（平成２６年６月２５日 

１６時２８分ごろ発生） 

付図１ 事故発生経過概略図 

Ｂ船の航跡 

金華山灯台 

石巻漁港 


